庁用自動車（消防車両解体処分）売買契約書


１　物件名	トヨタ　小型動力ポンプ付き積載車　外２台
２　規格・数量
(1) 車　　名	トヨタ　外（別表のとおり）
(2) 車台番号	ＫＤＹ２７１―０００４０９２　外（別表のとおり）
(3) 車両番号	なし
(4) 数　　量	３ 台
３　
	億
	千万
	百万
	十万
	万
	千
	百
	十
	円

	
	￥
	
	
	
	
	
	
	



うち取引に係る消費税及び地方消費税の額
	百万
	十万
	万
	千
	百
	十
	円

	￥
	
	
	
	
	
	



４　契約保証金	免　　除


上記の物件について、売渡人 石巻市 を甲、買受人　を乙とし、次の条項により物件の売買に関して契約を締結する。
この契約の締結を証するため、この契約書を２通作成し、甲乙記名押印の上、各自その１通を保有する。

令和８年　月　　日


（甲）	住　所	宮城県石巻市
	氏　名	石巻市長　　齋　藤　正　美


（乙） 	住　所	
	氏　名	
		

（総則）
第１条　甲は、その所有する頭書の物件（以下「売買物件」という。）を頭書の契約金額（以下「売買代金」という。）をもって乙に売り渡し、乙は、これを買い受けるものとする。
（売買代金の支払）
第２条　乙は、売買代金を、甲が発行する納入通知書により令和８年７月２４日までに石巻市指定金融機関等に納入しなければならない。
（所有権の移転）
第３条　売買物件の所有権は、乙が売買代金を完納したときに甲から乙に移転するものとする。
２　売買物件の所有権が移転した後、乙は速やかに自動車検査証の名義変更を行うものとし、名義変更に必要な費用は全て乙の負担とする。
３　乙は、自動車検査証の名義変更が完了したときは、自動車検査証の写しを甲に提出しなければならない。
（解体及び提出資料）
第４条　売買物件は、解体を目的とした永久抹消登録を行うこと。
（1）乙は、車両引渡し後、直ちに特殊装備を使用できない状態に加工を施すこと。
ア 配線の取外し等により電気的又は機械的に機能を停止させること。
（2）乙は、車両引渡し後、直ちに車両表示及び取付品について次の加工を施すこと。
ア 車両に表示してある記入文字を全て確実に消去すること。
イ 車体の隊別標識（黄色の標識灯）を全て確実に取り外すこと。
ウ 車両に取り付けてある赤色灯及び赤色点滅灯を全て確実に取り外すこと。
エ 電子サイレン及び電動サイレンを全て確実に取り外すこと。
オ 無線機を全て確実に取り外し、使用できない状態に加工を施すこと。
カ 消防章を全て確実に取り外すこと。
（3）乙は、売却車両の車検期限未満の車両については、自動車重量税の還付申請を甲に代わって行うこと。
２　乙は、提出書類を車両の解体に併せ提出するものとする。なお、解体日の予定又は工程については、甲に報告するものとする。
(1) 車両解体証明書（写）　１部
(2) 解体時の工程写真　１部
(3) 解体報告記録が記載された登録事項等証明書　１部
(4) その他甲の指定する書類及び写真（売却車両に記載されている文字の消去及び消防章、赤色回転灯、サイレンアンプ等の撤去写真等）
３　全ての手続は令和８年１０月３０日までに完了し、甲に報告すること。
（支払遅延による延滞金）
第５条　乙は、乙が売買代金を納期限までに納付しなかったときは、当該金額に対し、その納期限の翌日から納入の日までの期間につき年１４．６パーセントの利率による延滞金を甲に支払わなければならない。
（売買物件の引渡し）
第６条　甲は、令和８年７月２８日までに、売買物件を甲が指定する場所において、現状のまま乙に引き渡すものとする。
（乙の請求による引渡期限の延長）
第７条　乙は、天災地変その他その責に帰することができない事由により、引渡期限内に売買物件を受け取ることができないときは、引渡期限内に甲に対して、その事由を付して引渡期限の延長を求めることができる。この場合において、その延長日数は、甲乙協議してこれを定める。
（危険負担）
[bookmark: _GoBack]第８条　この契約締結後、売買物件が甲の責めに帰することができない理由により滅失し、又は毀損した場合は、その損失は乙の負担とする。
（契約不適合責任）
第９条　乙は、この契約締結後売買物件に損傷等を発見しても、売買代金の減額若しくは損害賠償の請求又は契約の解除をすることができない。
（契約の解除）
第１０条　甲は、乙がこの契約に定める義務を履行しないときは、催告なしにこの契約を解除することができる。
（暴力団排除に係る解除）
第１０条の２　甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、契約を解除することができる。
 (1)　乙若しくは乙が法人所属の場合は当該所属法人の代表権を有する役員（代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。）（以下この条において「代表役員等」という。）、乙が法人所属の場合は当該所属法人の役員（執行役員を含む。）若しくはその支店若しくは営業所（常時工事等の契約を締結する事務所をいう。）を代表する者で代表役員等以外のもの（以下「一般役員等」という。）又は一般役員等以外の使用人（以下「使用人」という。）が、石巻市入札契約に係る暴力団等排除要綱（平成２０年石巻市告示第２６８号。以下「暴力団排除要綱」という。）第２条第８号に規定する暴力団関係業者（以下「暴力団関係業者」という。）であると認められるとき、又は暴力団関係業者が代表役員等の経営に実質的に関与しているとき。
(2)　代表役員等、一般役員等又は使用人が、自社、自己若しくは第三者の不正な利益を図り、又は第三者に損害を加える目的をもって、暴力団排除要綱第２条第６号に規定する暴力団（以下「暴力団」という。）の威力、暴力団関係業者を利用する等しているとき。
(3)　代表役員等、一般役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団関係業者に対して直接又は間接を問わず資金等を提供し、又は便宜を供与する等積極的に暴力団の維持運営に協力し、若しくは関与しているとき。
(4)　代表役員等、一般役員等又は使用人が、暴力団又は暴力団関係業者と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。
(5)　代表役員等、一般役員等又は使用人が、暴力団関係業者であることを知りながらこれを不当に利用する等していると認められるとき。
第１１条　甲は、第１０条及び前条の規定によるほか、必要があるときは、契約を解除することができる。
２　甲は、前項の規定により契約を解除したことにより乙に損害を及ぼしたときは、その損害を賠償しなければならない。
（返還金）
第１２条　甲は、この契約を解除したときは、乙が支払った売買代金を返還する。ただし、当該返還金には利子を付さない。
２　甲は、解除権を行使したときは、乙の負担した契約の費用は返還しない。
（損害賠償）
第１３条　乙は、この契約に定める義務を履行しないため甲に損害を与えたときは、その損害に相当する金額を損害賠償として甲に支払わなければならない。
（有益費等の請求権の放棄）
第１４条　乙は、第１０条及び第１０条の２の規定によりこの契約を解除された場合において、売買物件に支出した必要経費、有益費その他一切の費用を甲に請求することができない。
（信義則）
第１５条　甲乙両者は、信義を重んじ、誠実にこの契約を履行しなければならない。
（疑義の決定）
第１６条　この契約に関し、疑義又は定めのない事項が生じたときは、甲乙協議してこれを定めるものとする。
　（裁判管轄）
第１７条　この契約に係る訴訟については、甲の所在地を管轄する裁判所に行うものとする。






11

